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石巻市学校給食センター調理等業務 

プロポーザル評価基準 

 

１ 基本的な考え方 

  提案者の提案内容を公平かつ客観的に評価し、最適な事業者を選定するために、企画提案面

及び価格面の観点で評価する。受注候補者の選定に当たっては、企画提案内容の評価及び提案

見積価格等の評価を合算し、総合評価点の最も高い者をもって受注候補者とする。 

  なお、評価は「石巻市学校給食センター調理等業務委託プロポーザル選定委員会」（以下「選

定委員会」という。）により行う。 
 

２ 評価の方法及び受注候補者の選定方法 

(1) 「企画提案」の評価点（以下「提案評価点」という。）と「価格評価点」の得点配分は、

９：１とし、それぞれ９０点満点、１０点満点の合計１００点満点とする。 

なお、提案評価点の満点（９０点）の６割以上の点（５４点）を最低基準点とする。 
 

(2) 「提案評価点」と「価格評価点」の合計点数が最も高い者を受注候補者とする。 

ただし、「提案評価点」が最低基準点数に満たない場合は、失格とする。 
 

(3) 「提案評価点」の算出方法 

ア 評価項目は別紙「評価基準」のとおりとし、配点は下表のとおりとする。 

  イ 提案書の項目ごとに各委員のつけた評価の合計を計算する。 

提案の評価 
配  点 

３０点 ２０点 １５点 １０点 ５点 

非常に優れた提案 ３０点 ２０点 １５点 １０点 ５点 

優れた提案 ２４点 １６点 １２点 ８点 ４点 

標準的な提案 １８点 １２点 ９点 ６点 ３点 

やや低い水準の提案 １２点 ８点 ６点 ４点 ２点 

低い水準の提案 ６点 ４点 ３点 ２点 １点 
 

 (4) 「価格評価点」の算出方法 

  ア 提案見積額が見積上限額（別添「石巻市学校給食センター調理等業務委託プロポーザル

実施要領」３委託料）の範囲内の場合のみ、次の評価点を付与するものとし、提案見積額

が見積上限額を超過した場合は、失格とする。 

  イ 最低提案見積価格に対する当該提案見積価格の割合より「価格評価点」を計算する。 

具体的には次の計算式となる。 

     価格評価点 ＝ １０点 × 最低提案見積価格 ／ 当該提案見積価格 

   ウ 「価格評価点」の算出に当たっては、小数点以下を切捨てとし、整数点とする。 
 

(5) 総合評価点の最も高い者が２者以上あるとき（同点のとき）の対応 

  ア 提案者それぞれの「提案評価点」「価格評価点」とも異なる場合は、「提案評価点」が高

い者を受注候補者とする。 

  イ 提案者それぞれの「提案評価点」「価格評価点」とも同じ場合は、当該提案者にくじを引

かせ、受注候補者を選定するものとする。 

  



別紙 

評価基準 

 

№ 評価項目 評価基準 
使用様式 

（配点） 

１ 
学校給食に対する

基本的な考え方 

・学校給食の意義や役割、食育への取組みについて 

・調理業務に対する姿勢、理念、方針等について 

・本業務を通じた地域貢献への取組みについて 

様式 

第 7号 

(10点) 

２ 
安全衛生管理に対

する考え方 

・安全衛生管理に対する考え方について 

・安全衛生管理体制（管理体制、基準、マニュアル、

チェック方法等）について 

・業務従事者の安全衛生管理について 

・熱中症や労働災害への対応と防止対策について 

様式 

第 8号 

(15点) 

３ 
危機管理・非常時

に対する考え方 

・感染症の流行等、突発的かつ不可抗力的な事象へ

の対応と危機管理（人員確保等）について 

・食中毒や異物混入等の事故に対する対応と防止

対策について 

・老朽等、施設の課題に対する創意工夫について 

・自然災害時における市への協力体制について 

・非常時等の給食センター間の応援体制について 

様式 

第 9号 

(20点) 

４ 
調理実施体制につ

いて 

・業務実施体制（組織体制、人員配置計画、人員構

成（正規職員と臨時職員の人数と配置）について 

・業務従事者への指揮命令系統と市との連絡体制

について 

・調理技術向上や未経験者への教育・研修等、業務

従事者のスキルアップに向けた取組みについて 

・有資格者や実務経験者の配置等、提供する給食の

品質向上に向けた取組みについて 

様式 

第 10号 

(30点) 

５ 
福利厚生・地域貢

献に対する考え方 

・業務従事者の勤務体制、賃金、休暇取得等の雇用

条件について 

・ハラスメント等、業務従事者の相談体制について 

・地元雇用促進に関する取組みについて 

様式 

第 11号 

(10点) 

６ 

業務開始までの準

備及び引き継ぎに

ついて 

・業務開始に向けた準備等の実施計画について 

・契約終了に係る受注者間の引き継ぎについて 

様式 

第 12号 

(5点) 
 

７ 
提案見積書 

積算内訳書 

・３年間の見積合計額 

・３年間の見積合計額の積算内訳 

様式 

第 13･14号 

(10点) 

 


